
議 会 運 営 委 員 会 

令和 5年 12月 19日（火） 

全員協議会終了後 

開議   時   分 

閉議   時   分 

第 4委員会室 

 

出席者 

〔委 員〕柳楽委員長、永見副委員長、 
肥後委員、村木委員、大谷委員、三浦委員、村武委員、川上委員、芦谷委員 

〔議長団〕笹田議長、川神副議長 
〔委員外議員〕牛尾議員 

〔執行部〕坂田総務部長、猪狩総務課長、勝手総務管理係長 
〔事務局〕下間局長、松井次長、久保田書記 

 

議 題 

1 令和 6年 3月浜田市議会定例会議の会議予定について          資料 1                    

2 12月定例会議の議会運営委員会で採択された陳情の取扱いについて  

3 今後の陳情の審査方法等について                               資料 2 

4 浜田市特別職報酬等審議会の開催内容報告及び答申結果について     資料 3 

5 その他 

⑴  厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書に係る対応について 資料 4 

 

  



期間 日程案 会場 開始時間等 備考

1月 24日 (水) 総務文教委員会 全員協議会室 10時～

25日 (木) 福祉環境委員会 全員協議会室 10時～

26日 (金) 産業建設委員会 全員協議会室 10時～

27日 (土)

28日 (日)

29日 (月)

30日 (火)

31日 (水)

2月 1日 (木)

2日 (金)

3日 (土)

4日 (日)

5日 (月)

6日 (火) 全員協議会 全員協議会室 10時～

7日 (水)

8日 (木)

9日 (金) 請願・陳情・意見書・決議書締切 【締切】13時

10日 (土)

11日 (日)

12日 (月)

13日 (火)

14日 (水) 一般質問通告書メール、FAX受付締切 【締切】11時

　10時～11時30分　議員研修会

15日 (木) 一般質問通告締切 【締切】11時

16日 (金)

17日 (土)

18日 (日)

19日 (月) 議会運営委員会 全員協議会室 10時～

議会広報広聴委員会 全員協議会室 13時30分～

20日 (火)

21日 (水) 一般質問説明用パネル提出締切 【締切】12時

22日 (木)

23日 (金)

24日 (土)

25日 (日)

26日 (月) 開会　施政方針・教育方針　提案説明 議場 10時～

全員協議会 全員協議会室 本会議終了後

総務文教委員会 第1委員会室 全員協議会終了後

福祉環境委員会 第2委員会室 全員協議会終了後

産業建設委員会 第3委員会室 全員協議会終了後

27日 (火) 一般質問 議場 10時～

28日 (水) 一般質問 議場 10時～

29日 (木) 一般質問 議場 10時～

3月 1日 (金) 一般質問 議場 10時～

2日 (土)

3日 (日)

4日 (月) 議案質疑 議場 10時～

5日 (火) 総務文教委員会 全員協議会室 10時～

6日 (水) 福祉環境委員会 全員協議会室 10時～

7日 (木) 産業建設委員会 全員協議会室 10時～

8日 (金) 休会

9日 (土)

10日 (日)

11日 (月) 予算決算委員会 全員協議会室 10時～

12日 (火) 予算決算委員会 全員協議会室 10時～

13日 (水) 予算決算委員会 全員協議会室 10時～

14日 (木) 予算決算委員会（予備） 全員協議会室 10時～

討論通告期限 【締切】17時

15日 (金) 休会

対抗討論通告期限 【締切】13時

16日 (土)

17日 (日)

18日 (月) 採決 議場 10時～

全員協議会 全員協議会室 本会議終了後

議会運営委員会 第4委員会室 全員協議会終了後

19日 (火)

20日 (水)

21日 (木)

令和6年3月定例会議日程（案） 資料1



 

 

今後の陳情の審査方法等について 

 

会派 意見 

山水海 

1.これまでの議論で当会派と他の会派との合意ができ

ず今に至っている。 

■当会派 

・随時受け付ける。 

・受付後速やかに全てを議員に配付する。(基本的には

原文のまま) 

・配付を受けた陳情において、会派・委員会・個人にお

いて対応を協議する。 

 →必ずしも委員会としての採択をしない。 

 →市議会定例会議を待たずして協議できる。 

 →以上のことは、メリットであると考える。 

・受け付けた陳情は公表しない。 

 →原文のままであるため。 

情報公開請求における公開手続きの場合は、規定

に基づき対処する。 

2.陳情は配付対応がよいという考えはいまだに当会派

としては持っている。しかし、採択の是非を合意できな

い前提からであれば、現状のルールを踏襲するのが、こ

れまでの意見を尊重する意味からも妥当と考える。 

3.確かに、時間をかけて協議し、今に至っているが、当

時の協議の場においても、やってみて、見直すことは想

定されていた。 

4.陳情の受付方法におけるメールでの受付可否の検討

については、他議会等の状況を情報収集した上で結論

を出すべきと考える。 

超党みらい 

◆陳情書の指定様式化について 

・所定の陳情書の様式を定め、この陳情書の見本をホー

ムページ上に掲載し、その様式に基づいた陳情書のみ

を受付とする。 

(自由な様式では願意や理由が不明確でどこまでが要

望事項なのかが判読しにくいため) 

・陳情書には「願意」と「理由」を枠で示し、少なくも

なく、また、多くもなく必要かつ十分な字数で提出を求

める。表や図やグラフ等は資料に示すこととし陳情書

には示さないこととする。(例えば、願意と理由で A4 一

枚以内とする) 

 

令和 5 年 12 月 19 日 

議会運営委員会 資料 2 

裏面へ  



 

 

・「添付された資料」の取扱いは現状のままで差し支え

ない。 

◆受付等について 

・陳情書の受付は、当面、窓口のみの受付とする。 

(メール等での受付は慎重であるべきである。) 

・メールでの受付を検討するときは、未記入やご記入等

の不備があったとき不受理にするとか、本人確認をど

うするかとか、想定されることを細部まで検討し一定

の周知期間を設けた後に実施とすべきことである。 

・題目と願意にズレが認められるものについては、委員

会付託をしない。 

創風会 陳情審査方法等について、今後検討の余地がある。 

公明クラブ 
現在の基準で何か不都合なことが発生したのか。 

そうでなければ、現在のままで良いのではないか。 
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全 議 Ｋ 第 1 1 号 

令和５年 11 月 22 日 

市議会議長 各位 

全国市議会議長会 

 会長 坊
ぼう

   恭
やす

 寿
なが

厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書等の採択について（依頼） 

 平素より、全国市議会議長会の運営につきましては、格別のご理解とご協力を

賜り、厚くお礼申し上げます。 

 さて、本会はこれまで、厚生年金制度への地方議会議員の加入を実現するため、

政府及び与党に対し要望活動を重ねて参りましたが、残念ながら今日に至るま

で制度改正に結び付いていない状況にあります。 

 若者や女性、会社員など多様な人材の市議会への参画を促し、議会を活性化す

ることは、多くの市議会に共通の緊要な課題であります。 

 今日、就業者の９割を会社員等の被用者が占めており、市議会議員のなり手も

会社員等からの転身者が期待されています。会社員等が議員に転身しても切れ

目なく厚生年金の適用を受けることができ、家族の将来や老後の生活を心配す

ることなく議員に立候補し、議員活動を続けることができる環境を整えること

は、多様な人材の市議会への参画を促す上でも重要な課題であります。 

 各市区議会におかれましては、これまでも厚生年金への加入実現をめざす意

見書の採択にご尽力いただいているところでありますが、本年 10 月末現在で、

市区議会における意見書の採択状況は 815 中 382（46.9％）に止まり、都道府県

議会及び町村議会においてはいずれも７割を超えているのに対し、半数にも満

たない状況にあります。 

 公的年金制度は長期的な制度であることから、社会・経済の変化を踏まえ、５

年ごとに財政検証が行われております。前回の財政検証は令和元年に実施され

ましたので、来年（令和６年）に次回の財政検証が実施され、その後の年金制度

改革に繋がっていくこととなります。国の社会保障審議会年金部会においては、

次期制度改正に向けた主な検討事項の一つとして「被用者保険の適用拡大（勤労

者皆保険）」が挙げられており、今後の議論において、勤労者皆保険の実現及び

働き方に中立的な社会保障制度の構築の観点から、短時間労働者への更なる適

用拡大やフリーランス・ギグワーカーの取扱いも取り上げられると見込まれま

す。 
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 厚生年金への地方議会議員の加入についても、被用者保険の適用拡大をはじ

め、このような年金制度全般の見直しが行われるタイミングに併せて要望活動

を行うことが効果的であり、実効性の高い要望活動を行うためにも、より多くの

市区議会において意見書を採択していただくことが不可欠であると考えます。 

 ついては、厚生年金への加入を求める意見書を採択されていない市区議会に

おかれましては、それぞれのご事情があるかと拝察いたしますが、その趣旨を改

めてご理解いただき、なるべく早期に意見書可決のうえ、国会や関係行政庁にご

提出いただきますよう、何卒お願い申し上げます。なお、諸般の事情により、意

見書の採択が困難な市区議会におかれましては、決議の採択についてご検討下

さるようお願いします（意見書及び決議の案文は添付資料参照）。 

 現在、本会において、厚生年金への地方議会議員の加入に関する関係資料を作

成中であり、12 月上旬を目途に送付いたしたいと存じます。 

添付資料： 

・厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書（案） 

・厚生年金への地方議会議員の加入を求める決議（案） 

・厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書の可決状況（市区議会） 

・厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書の可決状況（都道府県議会） 

・地方議会議員の年金制度に関する意見書の採択状況（町村議会） 

【問合せ先】 

全国市議会議長会 

千葉・太田 

TEL 03-3262-2302 

nenkin@si-gichokai.gr.jp



厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書（案） 

 

地方分権及び地方創生の進展とともに、加速する人口減少社会への対応が、我

が国の将来にとって喫緊の政治課題となっている。地方公共団体の重要な意思

決定を行う地方議会は、多様化する民意の集約と地方行政への反映が期待され

ており、その果たすべき役割と責任は重要性を増している。 

このような状況の中、地方議会議員は、これまで以上に地方行政の広範かつ専

門的な諸課題について住民とのコミュニケーションを深めるとともに、的確に

執行機関の監視や政策提言等を行うことが求められている。このような活動範

囲の広がりに伴い、近年においては議員の専業化が進んでいる。 

一方、今日では、就業者の９割を会社員等の被用者が占めており、地方議会議

員のなり手も会社員等からの転身者が期待されている。 

地方議会議員が厚生年金に加入できるようになれば、会社員等が議員に転身

しても切れ目なく厚生年金の適用を受けることができ、家族の将来や老後の生

活を心配することなく議員に立候補し、議員活動を続けることができる環境が

整うことになる。多様で有為な人材の確保に大きく寄与すると考えられる。 

よって、国民の幅広い層からの政治参加や地方議会における多様な人材確保

の観点から、厚生年金への地方議会議員の加入のための法整備を早急に実現す

るよう強く要望する。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

令和 年  月  日 

 

○○都道府県○○市(区)議会議長 ○○ ○○ 

 

衆議院議長 ○○ ○○ 殿 

参議院議長 ○○ ○○ 殿 

内閣総理大臣 ○○ ○○ 殿 

内閣官房長官 ○○ ○○ 殿 

総 務 大 臣 ○○ ○○ 殿 

財 務 大 臣 ○○ ○○ 殿 

厚生労働大臣 ○○ ○○ 殿 



厚生年金への地方議会議員の加入を求める決議（案） 

 

地方分権及び地方創生の進展とともに、加速する人口減少社会への対応が、我

が国の将来にとって喫緊の政治課題となっている。地方公共団体の重要な意思

決定を行う地方議会は、多様化する民意の集約と地方行政への反映が期待され

ており、その果たすべき役割と責任は重要性を増している。 

このような状況の中、地方議会議員は、これまで以上に地方行政の広範かつ専

門的な諸課題について住民とのコミュニケーションを深めるとともに、的確に

執行機関の監視や政策提言等を行うことが求められている。このような活動範

囲の広がりに伴い、近年においては議員の専業化が進んでいる。 

一方、今日では、就業者の９割を会社員等の被用者が占めており、地方議会議

員のなり手も会社員等からの転身者が期待されている。 

地方議会議員が厚生年金に加入できるようになれば、会社員等が議員に転身

しても切れ目なく厚生年金の適用を受けることができ、家族の将来や老後の生

活を心配することなく議員に立候補し、議員活動を続けることができる環境が

整うことになる。多様で有為な人材の確保に大きく寄与すると考えられる。 

よって、国民の幅広い層からの政治参加や地方議会における多様な人材確保

の観点から、厚生年金への地方議会議員の加入のための法整備を早急に実現す

るよう強く要望する。 

 

以上、決議する。 

 

令和 年  月  日 

 

○○市(区)議会 

 

 





 

全 議 Ｋ 第 1 3 号 

令和５年 12 月 13 日 

市議会議長 各位 

 

全国市議会議長会 

 会長 坊
ぼう

   恭
やす

 寿
なが

 

 

厚生年金への地方議会議員の加入に関する関係資料の送付について 

 

 平素より、全国市議会議長会の運営につきましては、格別のご理解とご協力を

賜り、厚くお礼申し上げます。 

 去る 11 月 22 日付け全議Ｋ第 11 号にて通知しました「厚生年金への地方議会

議員の加入を求める意見書等の採択について（依頼）」の関係資料として、「厚生

年金への地方議会議員の加入にかかる基本的な論点」を送付いたしますので、意

見書等の取扱いにご活用いただければ幸甚でございます。 

 各議会におかれては、それぞれのご事情があるかと拝察いたしますが、送付資

料に記しました内容を十分ご理解いただき、なるべく早期に意見書等を可決い

ただきますよう、改めてお願いを申し上げます。 

 

添付資料： 

・厚生年金への地方議会議員の加入にかかる基本的な論点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

全国市議会議長会 

千葉・太田 

TEL 03-3262-2302 

nenkin@si-gichokai.gr.jp 



 

 

 

 

厚生年金への地方議会議員の加入にかかる 

基本的な論点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年１２月 

全国市議会議長会 
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問１ 議員年金制度の廃止から厚生年金加入に向けた検討の経

緯如何。 

地方議会議員年金制度は、市町村合併の急速な進展による議員数

の削減に加え、行政改革に伴う議員定数及び報酬の削減などによる財

政状況の悪化により、持続的な制度として存続していくことが困難となり、

平成２３年６月１日に制度が廃止されました。 

国会においては、制度廃止法案の委員会採決に際し、衆、参両議院

の総務委員会で全会一致により、「地方議会議員年金制度廃止後、概

ね一年を目途として、地方議会における人材確保の観点を踏まえた新

たな年金制度について検討を行う」旨の附帯決議が可決されています。 

附帯決議を受けて、政府においては、総務省自治行政局公務員部が

平成２４年４月１１日に「地方議会議員の新たな年金のあり方に関する検

討報告」を取りまとめています。 

一方、与党においては、平成２６年４月８日に「参議院自由民主党議

員年金に関するプロジェクトチーム」が、平成２７年２月１３日には自由民

主党総務部会のもとに「地方議員年金検討プロジェクトチーム」が設置さ

れ、その後、平成３１年３月８日に自由民主党総務部会のもとに新たな 

ＰＴとして「地方議会の課題に関するプロジェクトチーム」が設置され、検

討が続けられてきましたが、現在に至るまで地方議会議員の年金にかか

る法案の国会提出には至っておりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案に対する附帯決議」（抄） 

 

政府は次の諸点について十分配慮すべきである。（一・三 略） 

二 地方議会議員年金制度の廃止後、概ね１年程度を目途として、地方公共

団体の長の取扱い等を参考として、国民の政治参加や地方議会における人

材確保の観点を踏まえた新たな年金制度について検討を行うこと。また、検討

に当たっては、地方議会議員の取扱いについての国民世論に留意するととも

に、公務員共済制度や厚生年金制度の対象者との制度面あるいは負担と給

付の面における均衡に十分配慮すること。 

 

＜平成２３.４.２８ 衆議院総務委員会 平成２３.５.１９ 参議院総務委員会＞ 
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平成 23 年 6 月 1 日 地方議会議員年金制度の廃止 

平成２４年４月１１日 総務省自治行政局公務員部が「地方議会議員の新たな

年金のあり方に関する検討報告」を取りまとめ 

平成 26 年 4 月 8 日 参議院自由民主党議員年金に関するＰＴ設置 

平成 27 年 2 月 13 日 自由民主党総務部会に地方議員年金検討ＰＴ設置 

平成 29 年 7 月 6 日 地方議員年金検討ＰＴにおいて「地方公務員等共済組

合法及び厚生年金保険法改正案」を了承 

 ・地方議会議員を職員とみなし、共済組合に加入して

厚生年金被保険者の資格を取得する内容の改正案

を了承 

平成 30 年 4 月 13 日 自由民主党総務部会で「地方公務員等共済組合法及び

厚生年金保険法改正案」を審議 

 ・一部の国会議員から強い反対の声があがり、改正案

の国会提出には至らなかった 

平成 31 年 3 月 8 日 自由民主党総務部会に地方議会の課題に関するＰＴ

設置 

令和元年 9 月 10 日 自由民主党総務部会において、厚生年金への地方議会

議員の加入について「衆参両院の附帯決議の趣旨を尊

重しつつ、厚生年金の適用拡大の状況も勘案しながら、

引き続き議論を継続すべきである」とした「今後、地

方議会の課題に関するＰＴにおいて検討するべき主

な事項」を取りまとめ 

令和 3 年 4 月 7 日 自由民主党総務部会・地方議会の課題に関するＰＴ合

同会議において、ＰＴが取りまとめた「令和時代にふ

さわしい地方議会・議員のあり方についての提言」を

了承 

 ・地方議会議員の厚生年金加入については、「各党・

各会派による協議を行い、協議が整ったものについ

て、議員立法等による対応が考えられるもの」のひ

とつとして、「厚生年金の適用拡大の状況も勘案し

ながら検討すべきである」とされた 
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地方分権が進み、地方公共団体の重要な意思決定を行う地方議会

の果たすべき役割と責任は、重要性を増しています。また、社会経済の

急速な構造変化を背景に、地方議会には多様化する民意の集約と行

政への反映が期待されています。 

若者や女性、会社員など多様な人材の市議会への参画を促し、議会

を活性化することは、多くの市議会に共通の緊要な課題です。 

今日、就業者の９割を会社員等の被用者が占めており、市議会議員

のなり手も会社員等からの転身者が期待されています。 

会社員等が議員に転身しても切れ目なく厚生年金の適用を受けるこ

ととなれば、家族の将来や老後の生活を心配することなく議員に立候補

できます。 

議員活動を続けることができる環境を整えることは、多様な人材の市

議会への参画を促す上でも重要な課題であると考えます。 
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厚生年金に地方議会議員が加入することは、首長や地方自治体職

員と同様に、一般の会社員と同じ厚生年金に加入できるようにするもの

です。 

地方議会議員のみを対象とした旧地方議会議員年金制度の復活を

求めるものではなく、地方議会議員のみの新たな特別な制度の創設を

求めるものでもありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

会社員として 

厚生年金に加入 老齢厚生年金（民間会社分） 

40 歳で民間会社退職後、65 歳 
まで市議会議員を務めた場合 

20 歳           40 歳          60 歳            65 歳 

基礎年金（国民年金）に加入 

  会社員                      市議会議員            年金受給 

老齢基礎年金 

厚生年金加入のイメージ 

【現行制度】 

【厚生年金加入が実現した場合】 

受給する年金→ 

受給する年金→ 

加入する年金制度→ 

加入する年金制度→ 

基礎年金（国民年金）に加入 老齢基礎年金 

老齢厚生年金（民間会社分） 

20 歳           40 歳          60 歳            65 歳 

地方議員として 

厚生年金に加入 

会社員として 

厚生年金に加入 

老齢厚生年金（地方議員分） 

  会社員                      市議会議員            年金受給 
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現行の年金制度においては、現役世代は全て国民年金の被保険者と

なり、高齢期となれば、基礎年金の給付を受けます（１階部分）。また、

会社員や公務員等は、これに加え、厚生年金保険に加入し、基礎年金

の上乗せとして報酬比例年金の給付を受けます（２階部分）。 

公的年金加入者数約６,７２９万人のうち、厚生年金被保険者は  

約４,５３５万人であり、公的年金加入者の約６７％が厚生年金に加入し

ています（令和４年３月末時点）。 

公的年金制度は長期的な制度であることから、社会・経済の変化を

踏まえ、５年ごとに財政検証が行われており、来年（令和６年）に次回の

財政検証が実施され、その後の年金制度改革に繋がります。 

国の社会保障審議会年金部会においては、次期制度改正に向けた

主な検討事項の一つとして「被用者保険の適用拡大（勤労者皆保険）」

を挙げており、今後の議論において短時間労働者への更なる適用拡大

やフリーランス・ギグワーカーの取扱いも取り上げられることが見込まれま

す。 

〔現行の年金制度〕  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国 民 年 金 （基 礎 年 金） 

厚生年金保険 
(会社員) 

加入員数 
４,０６５万人 

（公務員等※1） 

加入員数 
４７１万人 

自営業者、学生など 会社員 公務員など 第２号被保険者の
被扶養配偶者 

３
階
部
分 

 
 
 

２
階
部
分  

 
 

１
階
部
分 

１,４３１万人 ４,５３５万人 ７６３万人 

第１号被保険者 第２号被保険者※２ 第３号被保険者 

６,７２９万人 

※１ 被用者年金制度の一元化に伴い、平成27年10月1日から公務員および私学教職員も厚生年金に加入。また、共済年金の職域加算部分は廃止され、新たに退職等年金給

付が創設。ただし、平成27年9月30日までの共済年金に加入していた期間分については、平成27年10月以後においても、加入期間に応じた職域加算部分を支給。 

※２ 第２号被保険者等とは、厚生年金被保険者のことをいう（第２号被保険者のほか、65歳以上で老齢、または、退職を支給事由とする年金給付の受給権を有する者を含む）。 

ｉＤｅＣｏ 

ｉＤｅＣｏ 

国
民
年
金
基
金 

確定拠出 

年金(企業型) 
確定給付 

企業年金 

厚生年金 

基金 退職等 

年金給付※1 

（代行部分） 

加入者数 
７８２万人 

加入者数 
９３０万人 

加入員数 
１２万人 

加入者数 
２３９万人 

加入員数 
３４万人 

（数値は令和４年３月末時点） 

※ 斜線部は任意加入 

出典：厚生労働省年金局「年金制度基礎資料集」（令和５年１０月） 
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〔年金制度改革の動向〕

 

現在、地方議会議員は、自営業者や学生などと同じく１階部分の国民

年金にのみ加入することとなっているので、兼業先で厚生年金に加入し

ている場合を除いて議員在職期間中にかかる年金としては、国民年金し

か支給されません。 

 

 

厚生年金に地方議会議員が加入した場合､政府の国会答弁（令和元

年１１月１９日 衆議院総務委員会）によれば、都道府県､市区町村全

体で毎年度約１６０億円の公費負担が生じることが見込まれます。 

しかし、この公費負担は、首長や地方自治体職員と同様に、会社・法

人等の事業主負担と同じ制度によるものであり、新たに制度を設けて財

政負担が発生するものではありません。 

 

  

経済財政運営と改革の基本方針2023 
加速する新しい資本主義 

～未来への投資の拡大と構造的賃上げの実現～ 
（令和5年6月16日閣議決定） 

 
第４章 中長期の経済財政運営 

２．持続可能な社会保障制度の構築（抜粋） 

勤労者皆保険の実現、年齢や性別にかかわらず働き方に中立的な社会保障

制度の構築に向け、企業規模要件の撤廃など短時間労働者への被用者保険の

適用拡大、常時５人以上を使用する個人事業所の非適用業種の解消等につい

て次期年金制度改正に向けて検討する 
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厚生年金に加入した場合、保険料は月ごとの報酬に対して定率（令和

４年度末で 18.3％）となっていて、事業主（勤務先）が保険料の半額を

負担します（労使折半）。報酬月額ごとの保険料は、以下のとおりとなりま

す。 

報酬月額 
厚生年金保険料（年額） 

議員負担 事業主負担 

25 万円 38.4 万円 38.4 万円 

40 万円 60.8 万円 60.8 万円 

60 万円 88.4 万円 88.4 万円 

※保険料の算出にあたっては、厚生年金の保険料率を 18.3％（議員負担 9.15％、事業主負担

9.15％）とし、期末手当の額を議員報酬月額の 4.3 月分として算出している 

 

 

老齢厚生年金の受給額は、報酬月額と加入期間によって異なります。

大まかには以下のようになります。 

報酬月額 
老齢厚生年金の受給額（年額） 

1 期（4 年）加入 2 期（8 年）加入 3 期（12 年）加入 

25 万円 9.2 万円 18.4 万円 27.6 万円 

40 万円 14.6 万円 29.1 万円 43.7 万円 

60 万円 21.2 万円 42.4 万円 63.5 万円 

※老齢厚生年金の受給額の算出にあたっては、期末手当の額を議員報酬月額の 4.3 月分とし、

賃金水準等を補正する係数である再評価率を 1.00 として試算している 

※上記老齢厚生年金の受給額とは別に、老齢基礎年金 79.5 万円（満額・年額）を受給できる 
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令和５年１０月３１日現在、全都道府県、市区町村１,７８８団体のうち、

１,１２１団体の議会において「厚生年金への地方議会議員の加入を求

める意見書」が可決されています。 

都道府県、町村では７割を超える議会で意見書が可決されている  

一方で、市区において意見書を可決している議会は過半数に達していま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

「厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書」の可決状況 

令和５年１０月３１日現在 

 

○ 都道府県議会  ３３道府県 （70.2％） 

○ 市区議会 ３８２市区  （46.9％） １,１２１団体（62.7％） 

○ 町村議会 ７０６町村  （76.2％） 


